
水道料金等のコンビニエンスストア等収納代行業務

随意契約

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号

岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地

㈱電算システム

（うち取引に係る消費税及び地方消費税

から まで

上下水道部　経営企画課

円

11

10

7

8

9

第２回

令和7年10月1日

入札等の
執行状況業者名

7.5円)

令和10年9月30日

令和7年9月16日 午後5時15分

契約期間

第１回

入札（見積）結果

1件当たり 82.5円

入札（見積合せ）結果調書

及び根拠条項

契約方法

契約担当課

契約金額

入札（見積）日時

件名

契約の相手方

決定75.0円/件

以下余白

㈱電算システム1

2

3

一者特命の
随意契約と
した理由

4

12

　本業務は、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリによる水道料金等の
収納に係る業務を行うものである。
　本業務を当該事業者以外の収納代行会社に委託する場合には、上下水道
営業管理システム（「アクアスタッフ」富士通ジャパン株式会社）及び検針で使
用するハンディターミナル（株式会社ソリューションセンター）の現行システムの
改修に多額の費用が別途必要になる。
　また、既に発行済の納付書を使用可能とするために引き続き当該事業者との
契約も要することとなるが、現行システムではシステム改修を行わなければ２以
上の収納代行会社に対応することはできず，管理が煩雑になり費用も必要とな
る。
　これらのことから、当該事業者を契約の相手方として選定する。(旭川市水道
局随意契約ガイドライン 2(1)ｲに該当)
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